									
別記様式第5号(第5条関係)

　　　　 承 認　　
教職員住宅工作等　　　　決定通知書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　不承認

年　　月　　日　　

　　　　　教職員住宅
　申請人　　　　　　　様

長門市教育委員会　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

　　　　年　　月　　日付け申請のあった教職員住宅の工作等については、長門市教職員住宅条例（平成24年長門市条例第25号）第１６条第１項ただし書の規定に基づき、
次の条件を付して承認します。
　　次の理由により承認できません。


　（模様替え又は増築を認めると決定したとき。）
　　条　件
　　　１　申請書及び配置図記載のとおり工事を施行すること。
　　　２　申請以外の用途に使用しないこと。
　　　３　教育委員会において撤去の必要が生じたとき及び退去のときは、速やかに入居者の負担で原形に復すこと。
　　　４　増築物を第三者に譲渡し、又は貸し付けないこと。
　　　５　工事が完成したときは、直ちに検査を受けること。

　（模様替え又は増築を認めないと決定したとき。）
　　理　由

1

